
 

燕市告示第 １２５ 号 

 

 燕市空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費助成金交付要綱（平

成25年燕市告示第288号）の一部を次のように改正する。  

  令和 7年 3月 31日 

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

題名を次のように改める。  

燕市特定空き家等解体撤去費助成金交付要綱  

第 1 条中「市民の安全及び安心を確保するため」の次に「、燕市が行う空

き家・空き地活用バンク事業に基づき」を加え、「空き家・空き地活用バン

クを活用する者」を「空き家・空き地活用バンクに登録する者」に、「燕市

空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費助成金」を「燕市特定空き

家等解体撤去費助成金」に改める。  

第 2 条第 2 号中「 燕市空き家・空き地活用バンク実施要綱 (平成 24 年燕

市告示第 21 号)」を「燕市空き家・空き地活用バンク実施要綱 (令和 6 年燕

市告示第 362 号)」に改める。  

第 5 条第 1 項及び第 2 項を次のように改める。 

助成金の額は、助成対象事業の 2 分の 1 以内の額とし、30 万円を限度と

する。ただし、令和 7 年度に限り、助成金の額は、50 万円を上限とする。 

2 前項の場合において、その額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。  

第 6 条中「燕市空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費助成金交

付申請書(様式第 1 号)」を「燕市特定空き家等解体撤去費助成金交付申請書

(様式第 1 号)」に改める。  

第 9 条中「燕市空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費助成金交

付決定通知書(様式第 2 号)」を「燕市特定空き家等解体撤去費助成金交付決

定通知書(様式第 2 号)」に、「燕市空き家・空き地活用バンク事業空き家解

体撤去費助成金不交付決定通知書 (様式第 3 号)」を「燕市特定空き家等解体



 

撤去費助成金不交付決定通知書 (様式第 3 号)」に改める。 

第 10 条第 1 項中「燕市空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費

助成金変更承認申請書(様式第 4 号)」を「燕市特定空き家等解体撤去費助成

金変更承認申請書(様式第 4 号)」に改め、同条第 3 項中「燕市空き家・空き

地活用バンク事業空き家解体撤去費助成金変更承認通知書 (様式第 5 号)」を

「燕市特定空き家等解体撤去費助成金変更承認通知書 (様式第 5 号)」に改め

る。 

第 11 条第 1 項中「燕市空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費

助成金実績報告書(様式第 6 号)」を「燕市特定空き家等解体撤去費助成金実

績報告書(様式第 6 号)」に改め、同条第 2 項中「燕市空き家・空き地活用バ

ンク事業空き家解体撤去費助成金確定通知書 (様式第 7 号)」を「燕市特定空

き家等解体撤去費助成金確定通知書 (様式第 7 号)」に改める。  

第 12 条第 1 項中「燕市空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費

助成金請求書(様式第 8 号。以下「請求書」という。)」を「燕市特定空き家

等解体撤去費助成金請求書(様式第 8 号。以下「請求書」という。 )」に改め

る。 

第 14 条第 2 項中「燕市空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費

助成金交付決定取消通知書(様式第 10 号)」を「燕市特定空き家等解体撤去

費助成金交付決定取消通知書(様式第 10 号)」に改める。 

第 15 条中「燕市空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費助成金

助成金返還命令書(様式第 11 号)」を「燕市特定空き家等解体撤去費助成金

返還命令書(様式第 11 号)」に改める。 

様式第 1 号から様式第 11 号までを次のように改める。  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

   附 則 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 

 



 

 


